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まち歩き点検 実施要領 
 

１．目的 

高齢者や障害当事者等と実際に現地を確認することで、地区の課題や特徴を見つけ出し、基本 

 構想の策定や事業計画の立案に役立てるために実施する。 

 
２．開催概要 

実施内容 ・実施地区及び点検ルートを設定し、事務局が説明しながら実施する。 

・参加者はルート上で気づいた点や評価を適宜用紙に記入する。 

・会議室に移動し、気づいた点を共有、意見交換をする。 

・施設設置管理者等を交えて実施することで、早期に具体的な対応の検討や改善

につなげることが期待される。 

日時 令和７年５月２７日（火）13 時 00 分～15 時 00 分  ※雨天決行 

場所 

押上・錦糸町駅周辺 

【まち歩き点検】 

 Ａルート（押上駅スタート）、Ｂルート（錦糸町駅スタート） 

【意見交換会場】すみだ保健子育て総合センター 

参加者 

（予定） 

○一般参加者  **名（車椅子利用者の同伴、ベビーカーのお子さまを含む） 

 ※関係団体等に参加依頼する。 

 

○管理者等 **名（随行を含む） 

 ※関係各機関等に参加依頼する。 

 ・道路管理者（区、都） 

 ・公園管理者（区） 

 ・交通安全施設管理者（警察） 

 ・公共交通事業者（都営バス、区内循環バス） 

 

○事務局 墨田区職員 事務局*名（区１、区２・・・） 

     ㈱創建 *名（創建１、創建２、創建３・・・） 

合計 ３０名程度 

留意点 ○雨天時については、雨天時の課題（歩行者が傘をさしている、歩道が滑るなど）

を把握するため、小雨程度は予定通り実施とする。豪雨、強風、台風等の場合

は中止とする。 

〇一般参加者への情報保証や移動支援に留意して実施する。 

  

資料３ 
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３．点検ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【集合】A ルート 
押上駅 

【集合】B ルート 
錦糸町駅 

１ 
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４ 

５ 

６ 

１ 

４ 
３ 

５ 
柳島集会室 

太平四丁目集会所 

６ ７ 

Ａルート約１．２ｋｍ 

Ｂルート約１．５ｋｍ 

２ 
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（１）Ａルート（押上駅からすみだ保健子育て総合センター） 

点検箇所 主な点検ポイント    事業分野 写真 

❶押上駅バス 

ロータリー、 

押上駅B3 出口 

エレベーター 

・点字ブロック、ベンチ（待合場所）、 

上屋等の整備状況 

・時刻表示、バス接近表示等 

・広告収入による上屋整備費の拠出の説明 

・駅のエレベーターの利用状況 

公共交通 

 

 

 

 

 

❷四ツ目通り

（都道） 

・歩道、点字ブロック、舗装等の整備状況 

・観光案内板、バリアフリールートの表示等 

・都道、区道の歩車境界ブロックの違い説明 

道路 

 

・交差点の音響式信号機 交通安全 

❸押上バス停 ・バス停（押上駅 B2 出口側）の点字ブロック、 

 ベンチ（待合場所）、上屋等の整備状況、 

・時刻表示、バス接近表示等 

公共交通 

❹区道 ・路側帯の状況、歩行者や自転車の輻輳、 

電柱の張り出し 

・段差や劣化等の有無 

道路 

 

 

 

 

 
・点字ブロック、音響信号なし（他の交差点と

の比較のために説明） 

道路 

交通安全 

❺くるみ児童遊園 ・入口の段差や車止め、園内の園路や設備等 

（2018 年改修） 

・バリアフリートイレ、案内板等 都市公園 

 

 

 

 

 

❻すみだ保健子育て 

総合センター 

・点字ブロック、エレベーター、階段等の状況 

・窓口のソフト対応（筆談等） 

・バス停の状況 

 

建築物 
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（２）Ｂルート（錦糸町駅からすみだ保健子育て総合センター） 

点検箇所 主な点検ポイント 事業分野  

❶錦糸町駅 

 バスロータリー 

・点字ブロック、ベンチ（待合場所）、 

上屋等の整備状況 

・時刻表示、バス接近表示等 

・広告収入による上屋整備費の拠出の説明 

公共交通  

 

 

 

 

❷四ツ目通り

（都道） 

・歩道、点字ブロック、舗装等の整備状況 

・観光案内板、バリアフリールートの表示等 

・都道、区道の歩車境界ブロックの違いにつ 

いて説明 

・錦糸町駅北側の拡幅整備予定について説明 

道路 

 

 

 

 

 

・交差点の音響式信号機 交通安全 

❸錦糸公園 ・入口の段差や車止め、園内の園路や設備状況 

・案内板、ピクトグラム等 

都市公園  

 

 

 

 

❹ひがしん 

アリーナ 

・出入口、点字ブロック、エレベーター、 

階段等の状況 

※参加者の状況等から、階段から２階受付に 

向かう班と１階のエレベーターから２階受 

付に向かう班に分かれる。 

建築物  

 

 

 

 

❺横川三丁目 

バス停 

・バス停の点字ブロック、上屋、ベンチ等の 

整備状況 

・行先案内、バス接近表示等 

公共交通  

 

 

 

 

❻区道 ・路側帯の状況、歩行者や自転車の輻輳、電柱

の張り出し 

・段差や劣化等の有無 

・点字ブロック、音響信号なし（他の交差点と

の比較のために説明） 

道路  

 

 

 

 

❼すみだ保健子育て 

総合センター 

・１階総合窓口、バリアフリートイレの状況 

・バス停の状況 

建築物  
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４．実施詳細 

（１）タイムスケジュール（案） 

時間 分 内容 

12:50 － ○参加者集合 

 受付と資料を配布 

※視覚障害者の方は声かけを行い、誘導する。 

13:00 10 ○開会あいさつ 

○本日の進め方の説明 

調査概要：開催趣旨、本日の進め方、ルート 

まち歩き説明：気づいた点の記入方法等の説明 

13:10 50 ○まち歩き点検開始（２ルート） 

 説明、気づいた点のメモ等 

※参加者の遅刻などがあった場合は状況に応じて調整 

14:00 10 ○休憩（すみだ保健子育て総合センター） 

事務局は意見交換会の準備 

14:10 50 ○意見交換会（ＡルートとＢルート合同） 

・各ルートのおさらい（各ルートの点検ポイントの写真を順番にプロジェク 

ターに投影） 

・参加者から意見・感想を簡単に発表 

・管理者等から意見に対する補足、その他の意見、感想があれば発表 

15:00 5 ○閉会あいさつ 

○点検結果の回収 

・歩きながら書ききれなかったこと、振り返って気づいたこと、他の方の 

意見を聞いて気づいたこと等を記入 

・後日気づいたことがある方は、個別に事務局に連絡 

15:05  ○解散 

・記入用紙を事務局に提出してもらい、各自解散 

 

（２）意見交換会のレイアウト（イメージ） 

【会場】すみだ保健子育て総合センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）まち歩き時の事務局体制 計**名  ※２ルート共通 

 
荷物置場 

ホワイトボード 

ルートの 

拡大図(A1) 

参加者 
施設管理者 

 

事務局 

事務局 

進行（創建） 

参加者 施設管理者 

荷物置場 

※会場、机等の形状に応じて適宜変更 

随行者席 

随行者席 

プロジェクター 

事務局 

事務局 
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 A ルート（押上駅） B ルート（錦糸町駅） 

墨田区 *名 *名 

参加者集合 ・集合場所付近で参加者の誘導 

開会あいさつ ・司会進行 ・司会進行 

まち歩き点検 

 

・記入に夢中になったり、道に迷ったりして参加者がはぐれないよう最後尾から誘導 

・メモの支援、意見交換会場の鍵の管理 

・その他対応（参加者の荷物持ち、調査メモの代筆等、付き添い補助、体調不良が出た場合、 

会場の会議室まで連れて帰り休憩） 

創建 ２名 １名 

参加者集合 ・集合場所付近で参加者の誘導 

・受付、資料配布 

・受付、資料配布 

開会あいさつ ・開催あいさつ風景の撮影 

まち歩き点検 

 

・先導し、ルートに沿って説明しながら参加者を案内 

・参加者が歩道からはみ出したり一般の歩行者・自転車等と接触したりしない 

よう適宜周辺を確認 

 

（４）緊急時の連絡体制 

当日の 

緊急連絡先 

・当日急遽参加できない等の連絡 

 墨田区福祉部 地域福祉課 00-0000-0000 

・区⇔創建で準備時・当日の連絡調整を行う 

・まち歩き時にはぐれた場合などの連絡を受ける 

・まち歩き点検の実施中に体調不良等の申し入れ等があった場合、 

状況に応じて対応や同行する 

 創建社用携帯 000-0000-0000 

 

（５）実施可否の連絡体制 

・まち歩き点検を中止にする場合は、いくつかのパターンが考えられる。いずれも、中止決定するタイ

ムリミット、その際の連絡体制をあらかじめ決めておく。 

パターン 内容 
中止決定 

タイミング 
中止・延期の別 

❶前日までに中止決定 

する場合 

・感染症等の拡大 

・自然災害（地震・水害）の発生 

・悪天候の予報  など 

前日 

夕方 

状況により判断 

❷当日中止

する場合 

荒天時 ・当日朝の天候・予報により、急遽ま

ち歩き点検の実施が難しいと判断

した場合 

判明次第 基本中止 

自然 

災害時 

・自然災害（地震等）の発生 

・まち歩き予定の箇所のトラブル 

・電車の事故、運休、工事 など 

〈連絡体制〉 

 

 

墨田区 

（実施責任者） 
墨田区 

（担当者） 
参加者 

（代表・窓口） 

参加者 

（本人） 

創建 


